
納品（輸送）について 
 
納品後の動作確認 
務 受 、7 営業日以内の動作、付属品等の確認をお願いします。 
 
事故貨物等に対する損害賠償の請求期間 
１．貨物に する損 賠償の請求は、 にあ る の期間内に を な ならない。 
(1) 一部滅失または毀損の場合は、貨物受取の日から７営業日 
(2) 延着の場合は、貨物到着日から７営業日 
(3) 勘着の場合は、その を り、またはその を る とが ると る日 

から１４営業日 
２．当社は、前項の期間内に請求のない場合はその賠償の責を負いません。 
 
リチウム電池使用の電子計測器における輸送 
リチウム電池またはリチウム電池使用製品を航空輸送する際は、航空法の規制対象となります。輸送す
る貨物に り、 を 輸送となる場合、当 し いる輸送日 １日 ２日 を る
場合があります。 
 
免責事項 
当社が を た務 におい 、 品 が受 １４営業日を したあとの に し

、当社は に る はない のとし 一 の責 を負いません。 


